
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７８号 

財産の処分について 

令和７年１２月２日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 斉藤郷西側埋立地内の土地を売却するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１２号）第３条の規定により、議会の

議決を求めるもの。 

上記議案を提出します。 



 

 

財産の処分について 

 

 下記のとおり財産の処分をしたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第１２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

１ 処分する財産の内容 

所在地 地番 地目 地積(㎡) 実測面積(㎡) 

西彼杵郡長与町

斉藤郷字池堂 

1006番 7 雑種地 2,957 2,957.71 

1006番 14 雑種地 5,371 5,371.77 

1006番 15 公衆用道路 601 601.22 

 

２ 処分金額 

  １８６，９９８，８４０円 

 

３ 処分の相手方 

  長崎県西彼杵郡時津町元村郷８２０番地 

  長崎機器株式会社 

  代表取締役 埜坂 俊郎 

 

４ 処分の方法 

  随意契約 
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